
(仮称)小石川二丁目マンション建設について

(工事車両の通行と安全対策)

平成 24年 7月 21日

事業者 株式会社 N 1 P P 0 

神鋼不動産株式会社

設計 者株式会社イム測量設計(開発)

設計者株式会社日建ハウジングシステム(建築)

施工者株 式会社間組 東京建築支庄



ご近隣各位様

平成24年 7月21日

事業者

株式会社 N 1 P P 0 

神 鋼不 動産 株式 会社

(仮称)小石川二丁目マンション建設工事のご挨拶

謹啓

皆様方におかれましては時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、私どもではこの度、文京区小石川二丁目 3番lほか2筆(地番)において、 (仮称)

小石川ニ丁臣マンション建設工事を実施することになりました。つきましては、その実施に

先立ちまして工事内容を添付資料のとおりご案内申し上げますので、ご高配賜りますようお

願い申し上げます。

また、工事に際しましては、ご近隣の皆様方へのご迷惑を出来る限り少なくなるよう細心

の注意を払って取り進める所存でございます。何卒ご理解とご協力を賜りますよう伏して

お願い申し上げます。

まずは、書面をもってご挨拶申し上げます。

謹自

計画地



く計画の概要〉

名 称

計画地

地域・地区

予定建築物等の用途

建 設事業の内容

(仮称)小石川こ了Eマンション建設工事

文京区小石川二丁目 3番 1ほか 2筆(地番)

第l種中高層住居専用地域・準工業地域

共同住宅

(1)造成および東側擁壁の解体および新設工事

開発事業に伴う造成工事

既存擁壁を解体し新たに高さ約 5mの擁壁を新設する工事

(2)マンション建築工事

建設概要参照

(3)西側公匿整備工事

開発事業に伴って文京区に提供する公爵(約 14 2 rri)を新設する工事

(4)南側道路拡幅整備工事

工事着手予定年月日 平成24年 9月 1日

工事完了予定年月日 平成 28年 2月 28日

※上記工事内容および工期につきましては、諸官庁の指導および天候不順

不測の事出等により、変更が生じる場合があります。

年月
平成24吋 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 i平成28年
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開発ヱ事

建築工事

事 業 者

施 工 者

設 計 者(開発)東京都杉並区下高井戸四丁目 8番 4号

株式会社イム測量設計

東京都中央区自本橋二丁目 13番 10号

株式会社 NIPPO 開発事業本部 開発事業部

東京都港区海岸-T目9番 18号

神鋼不動産株式会社

東京都港区虎ノ門二丁陸 2番 5号

株式会社関組東京建築支庖

担当者寿福昭春

TEL: 03-5802-7233 

(建築)東京都文京区後楽一丁目 4番 27号

株式会社 日建ノ¥ウジングシステム
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公園整備
開発事業に伴って

文京区に提供する公鴎(約14Zrr1)

を新設する工事。
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[造成及び擁壁工事]
開発事業に伴なう造成工事及び、既存擁壁を解体

新た止高さ5mの擁壁を新設する工事。
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東京都文京区小石川二丁目3-1他

第1種中高層住居専用地域 60/300

第1種中高層住居専用地域

3.0h-5.0h/4m準工業地域

4，341.76 m 

70% (角地適用、 10%加算)

第3種高度地区

2.5h-4.0h/4m 

準工業地域

準防火地域

248.40% 

関建設概要(予定)

その他地域・地区

法定建菰率

法定容積率

用途地域

妨火地域

白影規制

敷地面積

建設地

2，255.56 m' 建築箆積

13.377.67 m 延床面積

鉄筋コンクリート造地下2階地上8階構造・輝模

画立面図杭基礎及び直接基礎基礎
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襲撃工事車両運行計画関

[工事車車両運行ルート](融協調悶どりl一橋2.0時) [大型工事車輔参考例い女日一寧種に制寸法的異なります。)
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ルート②

運行車輔種J.llj 愚行ルート

大型特殊車車両

例:低沫トレーラーホ・ールトレーラート ; ルート②
ラックラフターウレーン・ホーンプ主主等

小型車(円=1.9M以下ルート①
例:2tタン7

大型車輸 (10tダ ン プ ル ー ト ②

小型生コン車 ;ルート①

大型生コン車 iルート②

中鋼大型車輔 ~ )レート②

小型車

@ポールトレーラ ⑧ポンプ車(11t) ⑧トラック(7t-15t)

司
利
」

コ
副
刊
」

司
副
」

@低床トレーラ @生コン車 (10t) . ダ ン プ(10t) .ラフタークレーン (50t)

~!囲曙職i|圏幣懇11 削市担盟国~

E 

(津築)I外装1-内幸・詩備 | 

I(建築i皇制ヱ事| 同資
回目

I(開発)雑前 | 

1 (建詩)外ド -榊|・設樹

時 I(建講)櫓-~装 1-設{時 1 (建挙)特ェ間帯 i 

数

旧

ム
同
公

150 

100 

50 

【 補 足 }



【 一方通行解除の安全対策 ] 

仁一方通行解除区

駐車場

※上記、交通誘導員の配置は一方通行解除時のみとします。

〈 工事車両退場時 〉
① 現場ゲート前誘導員(正文F) は春日通り交差点誘導員 (A)

に連絡をし、工事車両が当該道路への進入していないかを
確認します。安全確認出来れば車両退場させます。

〈 騒音振動等の環境対策 〉
① 運行車輔は、環境基準に適合した車両のみを現場に入場させます。

排気音・排気ガスの著しい車両は 作業所から排除し、環境汚染
防止に努めます。

② 作業員に対し近隣環境に十分配慮するように定期的に教育します。
③ 場内では車再のアイドリングは行いません。

(但し、コンクリート圧送車・ミキサー車等の特殊車両は除外)
④ 運行する道路が工事車両の運行に起因して損傷が発生した場合は、

補修いたします。
⑤ 工事に伴う車両の粉塵対策として、散水を行います。

く作業時間等〉
① 現場作業は、原則 8:00，."，18 :00といたします。
② 下記の場合、上記作業時間外に工事車両が出入りする場合が有ります。

イ.車両搬入時間・方法について所轄警察箸及び道路管理者等から指示が
あった場合

口.コンクリート工事等において、避けがたい理由で作業時間を延長
する場合

ハ.第三者災害関止など緊急を要する場合

く 車両走行による霞害発生時の対処 〉
① 工事車両走行に起国し、近隣建物や構築物等に損害が生じた場合は、

速やかに適切な処置を講じ現状復旧文は補舗を行います。

② 万一、工事車両と歩行者=自転車・自動車との聞に事故が発生した
場合は、ー豆、工事車詞通行を中止して、当事者で協議を行い対処
いたします。



お約束事項

(仮称)小石川二丁目マンション建設工事の施工につきましては「安全はすべてに優先するJをモッ

トーとし、信義・誠実の精神をもって円満な近隣関係を保持するように努めるとともに、皆様へのご

迷惑を最小限にとどめるよう下記の事項を遵守し、終始安全確実な施工に努めます。

1.作業時間・休日について

作業時間は午前8時から午後 6時までとします。また自曜日・お盆・年末年始は作業いたしませ

ん。

騒音・振動の少ない仕上げ工事・準備・後片付け等の作業は、時間外として作業させていただき

ます。

騒音・振動の伴わない内部仕上げ工事等は日曜日も作業させていただきます。

官公庁の指示、暴風雨や地震等による緊急事態時の安全確保作業等は日時や時間帯を変更して作

業させていただきます。

安全確保や品質維持のため及び工事の進行上やむをえない作業等(コンクリート打設、掘削土搬

出等の早出・残業、大型特殊車両の入退場)は、事前に関係する近隣の方々にご連絡の上、時間

帯を変更して作業させていただきます。

2. 作業内容について

毎避の作業予定は、事前に仮囲いに掲示し、ご近隣の皆様にお知らせいたします。

3.道路上の作業について

堀坂の全面舗装やり替え工事を行うため、堀坂を一時通行止め(8: 00'" 18 : 00)とする場合も有

ります。通行止めに関しましては、事前に関係する近隣の方々にご連絡の上行います。

通行止めの際は、歩行者及び自転車につきましては原則的に通行可能といたしますが、お車につ

きましては完全に通行止めとなります。

堀坂に接して車庫をお持ちの方々で、通行が不可能になる場合は事前にご相談をさせていただき

ます。

4. 擁壁工事について

東側既存擁壁解体に伴い、既存擁壁の前面に仮囲いを設置し、騒音の低減と危険防止に万全を期

します。また、解体時は、散水を行い粉塵抑止対策を講じます。

新設擁援の構築工事を行う場合も同様に、騒音の低減と粉塵抑止対策を講じます。

なお、既存擁壁に隣接する家屋の方々につきましては、工事着手前に工事の詳細について再度ご

説明いたします。

5. 安全対策について

工事現場の周囲は一部鋼板及び養生枠で囲い、ご近隣の皆様及び通行人に危険を及ぼす事のない

よう充分な措置を講じます。

道路の使用及び工事車関の出入りに関しては、交通誘導員や保安柵・安全看板(お知らせ、案内、

誘導等)を設置し、ご近隣の皆様や通行入の事故防止に万全を尽くします。

6. 学童、通行人への安全対策について

本工事関係車両運行については所轄警察署の指示・指導に従い安全対策を構じ、車両動線を定め、



現場出入り口等必要な場所には交通誘導員を適宜配置し、交通事故防止に努めます。特に、幼児・

児童・高齢者等には細心の注意を払い、事故防止に万全を期します。

現場周辺が通学路(スクールゾーン)であることを考慮し、学校開校日には 7: 45"-'8 : 15迄の

聞は工事車両の通行は行いません。

7. 現場周辺の環境について

工事場所及びこれに接続する道路は、常に清掃を心がけます。公道上での資材の放置や違法駐車

は行いません。また、工事に従事する作業員の風紀維持、火災予防、防犯、衛生管理の運営をい

たします。

8. 騒音ー振動等の抑制について

騒音・振動を伴う作業では、関係諸法令を遵守し、使用機械及び工法を吟味して選定し、ご近隣

への影響をできる限り少なくするよう努めます。

9. 現場管理について

工事施工中、工事責任者を常駐させ、作業場周辺の安全対策その他危険防止に十分留意し、万一

の事故が発生した場合は迅速に対応いたします。

工事についての苦情があった場合には速やかに誠意をもって対応いたします。

10.家屋調査について

必要に応じて、工事着手前に、計画に接する皆様の家屋の現況を確認するため、皆様のお立会の

上専門業者による家屋調査及び写真撮影を行い、その結果を報告いたします。

11.家屋等の修復について

ご近隣の家屋等に損傷を及ぼさないよう万全の対策を講じますが、当社の責めにより万一、当工

事に起菌する損害が発生した場合は、協議の上速やかに適切な処置を構じ、原状復旧または復旧

相当の費用を賠償させていただきます。

1 2. テレビ電波障害について

本新築建物によってテレビ電波障害の発生が予想される場合には、事前に専門業者による調査を

実施し、醸害が生じた場合には、工事着工前の視聴状態に回復するよう必要な措置を講じます。

13.その他

( 1 )上記各項目の他、双方において予想しえない事態が発生した場合は、事業主及び施工者は、

誠意を持って協議の上問題解決に努めます。

(2 )連絡責任者は下記の通りです。

連絡先 東京都文京区小石川i二丁目 8番 14号三信ピル2階

株式会社間組東京建築支j吉小石川二丁目作業所

担当者寿福昭春

電話 03-5802-7233 




